
河北町産後ケア事業（訪問型）業務フロー図（R8～） 

 申請・利用者 訪問助産師 河北町こどもみらい課 
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備考 ・申請受付時、町は利用者に実施機関の電話番号を知らせ、実施機関から連絡が行く旨周知する。 

   ・申請者の個人情報を口頭で伝達する際は、復唱を徹底し間違いのないよう注意する。 

 

利用申請 利用受付・アセスメント 

訪問調整依頼 

申請書（様式第 1号）に希望実施機関・利用希望日を記入 

日程調整 
電話 

決定書受領 
決定通知書（様式第２号）郵送 

利用申請書兼情報提供同意書 

実施依頼書 

（様式第３号） 

（様式第１号） 

実施機関（訪問助産師）に送付

※返信用封筒１通も同封する 

送付が利用日に間に合わない

場合は、電話にて申請者の情

報を共有する 

実施機関確認・ 

利用決定 

（申請書内容伝達） 

電話 

（訪問受諾の報告） 

電話 

利用申請 利用受付・状況確認 

訪問受諾 

電話（希望する助産師や支援の内容など） 

訪問依頼 
電話 実施機関変更により初回の訪問となる場合は、 

町から訪問助産師へ事前に電話で情報提供をしておく 

（訪問受諾後の流れは初回利用決定時と同じ） 

（様式第５号） 

（様式第４号） 

支援内容確認 事前連絡 

※体調確認、希望するケア内容の確認 

電話 

サービス利用 

利用料徴収 

※領収証の発行（任意様式） 

実施報告書 

業務完了報告書及び請求書 

実施報告・委託料請求 

報告・請求書

受理 

（緊急時対応） 

実施した月毎に、 

翌月１５日までに 

提出 

委託料受領 
振込 

苦情やトラブル等、 

共有すべき事項があった場合は

県助産師会に報告する 

産後ケアサービス提供 

利用料支払 

（利用日当日） 

委託料支払い 

訪問受諾 

依頼受付・申請者へ連絡 


